
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０仙第６１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１６日 ２３時４５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港 八戸市所在の八戸大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位

２６７°９００ｍ付近 

（概位 北緯４０°３１.８′ 東経１４１°３０.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年７月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第一源
げん

榮
えい

丸、１６０トン 

   １３０７３３、個人所有 

Ｂ 漁船 第二十八源
げん

榮
えい

丸、１６０.０トン 

   １４０８７０、株式会社ヤマツ谷地商店 

Ｃ 漁船 第拾壱正 進
しょうしん

丸、１４９トン 

   １３０８５６、株式会社丸吉 

Ｄ 漁船 第六十二新生
しんせい

丸、１４４トン 

   １３３３４８、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ｄ 船長Ｄ、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板、ハンドレール、左舷錨台等に凹損及び曲損、右舷船尾部

外板に凹損 

Ｂ 船首部外板、左舷錨台等に凹損及び曲損 

Ｃ 係留索切断、船首部擦過傷 

Ｄ 左舷船側外板、左舷側アンテナ、デリックブーム等に凹損及び曲損

 事故等の経過  Ａ船及びＢ船は、八戸港の第２魚市場付近の岸壁に出船で右舷着けした

Ｂ船の外側にＡ船が出船で右舷着けした状態で無人で係留し、Ｃ船は、１

４人が乗り組み、両船の船首方の同岸壁に入船で左舷着けして出港準備を

行っていた。 

 Ｄ船は、船長Ｄほか１３人が乗り組み、Ａ船及びＢ船とＣ船との間に入

船で左舷着けしていたところ、船長Ｄが出港しようとして離岸操船に当た

った。 

 船長Ｄは、左舵一杯とし、機関を極微速力前進にかけて右方に船尾を振

り出し、続いて後方を確認しないまま機関を後進にかけ、約２ノットの速

力で後進中、船尾がＣ船の船首に近づいたことに気付いて右舵一杯とし、

機関を前進にかけたが、平成２２年６月１６日２３時４５分ごろ、Ｄ船の

船尾とＣ船の船首とが衝突した。 

船長Ｄは、衝突したことでパニック状態に陥り、前進してＤ船の船首と

Ｂ船の船首が衝突したのち、後進にし、その後、右舵一杯のまま前進して

Ｄ船の船首とＡ船の船首が衝突したが、さらに、Ｄ船はＡ船を押しながら

通過してＡ船の船尾とＢ船の船尾とが衝突した。  



 

 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好  

海象：平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

 その他の事項 船長Ｄは、船首及び船尾に見張り員を配置していなかった。 

船長Ｄは、最初に後進をかけた際、船尾を右方に十分振り出したものと

思っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ｄ船は、八戸港の岸壁に係留中、船首方で並列

に係留していたＡ船及びＢ船とＤ船の船尾方に係

留していたＣ船との間に挟まれた岸壁から離岸す

る際、船長Ｄが、船尾後方を確認せずに後進した

ことから、Ｃ船と衝突し、続いて前後進を繰り返

してＡ船及びＢ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ｄ船が、八戸港において、並列に係留していたＡ船及

びＢ船とＣ船との間から離岸する際、船長Ｄが船尾方を確認せずに後進し

たため、Ｃ船と衝突し、続いて前後進を繰り返してＡ船及びＢ船と衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故の再発防止策として次のものが考えられる。 

・離岸する際、船尾方に係留している他船までの距離を確認すること。 

 




